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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動型メディアデータ再生装置によって再生可能なインターネット上からダウンロード
されていないメディアデータと、
　前記移動型メディアデータ再生装置に付帯する機器にインストールされるインターネッ
ト上からダウンロードされていないプログラムとが記録されている記録媒体であって、
　前記プログラムは、
　記録媒体本体に記録されているメディアデータをコピー及びペーストする処理をパーソ
ナルコンピュータに実行させ、
　前記移動型メディアデータ再生装置にメディアデータの再生又は停止を指示する処理を
携帯電話機に実行させるプログラムである、記録媒体。
【請求項２】
　前記移動型メディアデータ再生装置と前記パーソナルコンピュータと前記携帯電話機と
が一体的な複合機である、請求項１記載の記録媒体。
【請求項３】
　前記移動型メディアデータ再生装置は、ＷＭＡプレーヤ、ＡＡＣプレーヤ、ＭＰ４プレ
ーヤ、記録媒体を内蔵したカーナビゲーション装置を含む車載オーディオ装置のいずれか
である、請求項１記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記メディアデータは、音声データ、画像データ、テキストデータのいずれかである、
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請求項１記載の記録媒体。
【請求項５】
　請求項１記載の記録媒体と、
　前記記録媒体に記録されているプログラムに従って当該記録媒体に記録されているメデ
ィアデータをコピー及びペーストするパーソナルコンピュータと、
　前記パーソナルコンピュータによってコピー及びペーストされたメディアデータを再生
する移動型メディアデータ再生装置とを備える、メディアデータ再生システム。
【請求項６】
　前記パーソナルコンピュータは、前記メディアデータのうち楽曲データを移動型メディ
アデータ再生装置に対して転送するとともに、前記メディアデータのうち当該楽曲データ
に対応する歌詞データを前記携帯電話機又は移動型メディアデータ再生装置に送信し、
　前記移動型メディアデータ再生装置から楽曲データを出力させる際に、当該楽曲データ
に対応する歌詞データを前記携帯電話機のディスプレイに同期出力する、請求項５記載の
メディアデータ再生システム。
【請求項７】
　前記携帯電話機は、前記プログラムの改訂版をダウンロードする、請求項６記載のメデ
ィアデータ再生システム。
【請求項８】
　前記携帯電話機のディスプレイにコンサートチケットの購入ボタンを表示させる、請求
項６記載のメディアデータ再生システム。
【請求項９】
　前記携帯電話機のディスプレイに表示される登録画面を通じて入力されたクレジットカ
ード番号に基づいて、前記コンサートチケットの購入代金のクレジットカード決済をする
、請求項８記載のメディアデータ再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体、プログラム及びメディアデータ再生システムに関し、特に、ＭＰ
３プレーヤなどの移動型メディアデータ再生装置で再生可能な７００ＭＢ以上のメディア
データが記録されている記録媒体、プログラム及びメディアデータ再生システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、オーディオサーバから携帯用のオーディオデータ再生装置への楽曲デ
ータの転送を容易に行えるようにした技術が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１８５５９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載されている発明は、オーディオサーバからオーディオデータ
再生装置への転送対象が、相対的にデータ容量が小さい楽曲データであるので、実現性が
ある。
【０００５】
　したがって、例えば、相対的にデータ容量が大きい、画像データや楽曲データを一度に
大量転送する場合には、現状のネットワークの通信スペックでは、転送開始から転送完了
までに数時間もの時間が必要となるので、特許文献１の手法は問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、転送対象のデータ容量が小さくて済むようなシステムを構築するた
めの手法を提供することを課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本件発明の記録媒体は、
　圧縮データを復元せずに再生する移動型メディアデータ再生装置によって再生可能なメ
ディアデータと、
　前記移動型メディアデータ再生装置に付帯する機器にインストールされるプログラムと
が記録されている。
【０００８】
　本発明によると、ユーザは、記録媒体に記憶されているメディアデータ等を、パーソナ
ルコンピュータ等を経由して、移動型メディアデータ再生装置にインストールすることが
可能となる。この場合には、ネットワークを通じたデータ転送を行わなくて済むという利
点がある。
【０００９】
　また、本発明によると、たとえ、ネットワークを通じてデータ転送を行う場合であって
も、例えば上記メディアデータが楽曲データである場合には、その楽曲データに対応する
歌詞などのテキストデータのみ転送対象のデータとすることも可能となる。テキストデー
タは、相対的にデータ容量が小さいため、ユーザは、歌詞程度の情報であれば、短時間で
ダウンロードが可能である。
【００１０】
　ここで、前記機器は、パーソナルコンピュータとすることができ、この場合には、前記
プログラムは、前記パーソナルコンピュータに、記録媒体本体に記録されているメディア
データをコピー及びペーストさせるものとする。
【００１１】
　また、前記機器は、携帯電話機とすることができ、この場合には、前記プログラムは、
前記携帯電話機に、前記移動型メディアデータ再生装置に対するメディアデータの再生又
は停止を指示させるものとする。
【００１２】
　もっとも、前記機器と移動型メディアデータ再生装置とが一体的であってもよい。つま
り、例えば、移動型メディアデータ再生装置とパーソナルコンピュータなどの情報処理装
置及び／又は携帯電話機との複合機に対して、上記プログラムがインストールされてもよ
い。
【００１３】
　前記メディアデータは、音声データ、画像データ、テキストデータのいずれかである。
最も好ましいのは、これらの全てが格納されている場合である。このような場合には、一
例として、移動型メディアデータ再生装置で音声データを再生し、画像データ又はテキス
トデータを携帯電話機のディスプレイなどに表示させることも可能となる。或いは、画像
データ等も、移動型メディアデータ再生装置のディスプレイに表示させるようにしてもよ
い。
【００１４】
　また、本発明のプログラムは、パーソナルコンピュータに、記録媒体に記録されている
、圧縮データを復元せずに再生する移動型メディアデータ再生装置によって再生可能なメ
ディアデータをコピー及びペーストさせる、或いは、携帯電話機に、圧縮データを復元せ
ずに再生する移動型メディアデータ再生装置に対して、メディアデータの再生又は停止の
指示をさせるプログラムである。
【００１５】
　さらに、本発明のメディアデータ再生システムは、
　上記記録媒体と、
　前記記録媒体に記録されているプログラムに従って当該記録媒体に記録されているメデ
ィアデータをコピー及びペーストするパーソナルコンピュータと、
　前記パーソナルコンピュータによってコピー及びペーストされたメディアデータを再生
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する移動型メディアデータ再生装置とを備える。
【００１６】
　さらに、上記システムに、前記記録媒体に記録されているプログラムに従って当該記録
媒体に記録されているメディアデータの再生又は停止を指示する携帯電話機を備えると、
既述のように、画像データ又はテキストデータを携帯電話機のディスプレイに表示させる
ことも可能となるなどの副次的なメリットがあるので好ましい。
【発明の実施の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態のメディアデータ再生システムの模式的な構成を示すブロッ
ク図である。図１には、後述するメディアデータ及びプログラムが記録されているＤＶＤ
１０と、ＤＶＤ１０に記録されているメディアデータ及びプログラムがインストールされ
るパーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」と称する。）２０と、ＰＣ２０にインストー
ルされたメディアデータを再生するＭＰ３プレーヤ３０と、ＭＰ３プレーヤ３０における
メディアデータの再生又は停止をコントロールする携帯電話機４０と、バージョンアップ
されたプログラム及びメディアデータが蓄積されるサーバ５０と、サーバ５０と携帯電話
機４０とを相互に接続するインターネットなどのネットワーク６０とを示している。
【００１８】
　ここで、ＭＰ３プレーヤ３０は、圧縮されたメディアデータ（ＭＰ３ファイル）を復元
することなく、再生することが可能な移動型メディアデータ再生装置である。なお、ＭＰ
３プレーヤ３０は、移動型メディアデータ再生装置の一例であり、例えば、ＷＭＡファイ
ルを再生するＷＭＡプレーヤ、ＡＡＣファイルを再生するＡＡＣプレーヤ、ＭＰ４ファイ
ルを再生するＭＰ４プレーヤなど、更には、ハードディスクなどの記録媒体を内蔵した車
載オーディオ装置（カーナビゲーション装置を含む）も、移動型メディアデータ再生装置
に該当する。
【００１９】
　ＤＶＤ１０に記録されているメディアデータは、ＭＰ３プレーヤ３０によって再生可能
なデータである。このメディアデータは、音声データ、画像データ、テキストデータが含
まれる。
【００２０】
　たとえば、音声データには、歌手などの楽曲情報が含まれる。画像データには、映画の
映像データ、プロモーションビデオの映像データ、ＤＶＤ１０に関するインフォメーショ
ン画像データなどが含まれる。テキストデータには、歌手などのアーティスト情報、歌詞
情報などが含まれる。もっとも、テキストデータのように、データファイルの容量が小さ
いものについては、サーバ５０に格納しておき、携帯電話機４０によって、ダウンロード
することも一法である。
【００２１】
　本実施形態では、後述するように、ＭＰ３プレーヤ３０によって音声データを再生し、
携帯電話機４０で画像データ又はテキストデータを再生して、携帯電話機４０のディスプ
レイに画像データ等を表示させる。もっとも、画像データ等も、ＭＰ３プレーヤ３０で再
生して、ＭＰ３プレーヤ３０のディスプレイに表示させてもよい。
【００２２】
　ＤＶＤ１０に記録されているプログラムは、ＤＶＤ１０内のメディアデータを、ＰＣ２
０にコピーさせ、かつ、ＰＣ２０にペーストさせるものとしている。このプログラムは、
ＤＶＤ１０がＰＣ２０にセットされ、ＰＣ２０からＤＶＤ１０へのアクセスが開始される
と、既知の手法によって、ユーザが操作することなく、このプログラムがＰＣ２０にイン
ストールされるようにしている。もちろん、このプログラムは、ユーザの操作に従って、
ＰＣ２０にインストールされるものであってもよい。
【００２３】
　ＰＣ２０は、このプログラムがインストールされると、このプログラムに従って、ＤＶ



(5) JP 5135624 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

Ｄ１０内のメディアデータファイルをコピーし、予め用意されているミュージックフォル
ダなどにペーストする。或いは、ＤＶＤ１０内のメディアデータファイルを、ＰＣ２０の
ディスプレイに表示させ、ユーザに対して、インストール対象のファイルを選択させるよ
うにしてもよい。なお、ペーストされたメディアデータは、ＭＰ３プレーヤ３０で再生可
能なように、圧縮されたままのデータである。
【００２４】
　また、ＤＶＤ１０に記録されているプログラムは、携帯電話機４０を、ＭＰ３プレーヤ
３０に対するメディアデータの再生又は停止などを指示するコントローラとして機能させ
るものとしている。具体的には、このプログラムは、ユーザが携帯電話機４０をキー操作
して入力した再生又は停止指示等を、携帯電話機４０に有線接続又は無線接続されている
ＭＰ３プレーヤ３０に対して、出力するものである。
【００２５】
　つぎに、図１に示すメディアデータ再生システムの動作について説明する。まず、ユー
ザによってＤＶＤ１０がＰＣ２０にセットされると、ＰＣ２０はＤＶＤ１０に対してアク
セスを開始し、その結果、ＤＶＤ１０に記録されているメディアデータ及びプログラムが
ＰＣ２０にインストールされる。
【００２６】
　このため、一例として、ＰＣ２０は、上記プログラムを実行することによって、ＤＶＤ
２０内のメディアデータのプロファイル、及び、携帯電話機４０にインストールされるプ
ログラムファイルのプロファイルなどを読み込み、これらをＰＣ２０のディスプレイに一
覧表示する。
【００２７】
　したがって、ユーザは、ＰＣ２０のディスプレイを見ながら、ＭＰ３プレーヤ３０など
によって再生をしたいメディアデータを選択し、ＰＣ２０にインストールすることが可能
となる。
【００２８】
　つぎに、ＰＣ２０とＭＰ３プレーヤ３０及び携帯電話機４０とを、ＵＳＢケーブルなど
を通じて接続した状態で、既知の手法によって、ＰＣ２０にインストール済みのメディア
データ等を、ＵＳＢケーブルを通じてＭＰ３プレーヤ３０及び携帯電話機４０に転送する
。
【００２９】
　具体的には、ＭＰ３プレーヤ３０に対して楽曲データが転送され、携帯電話機４０に対
して歌詞データなどのテキストデータ及びプログラムが転送される。
【００３０】
　なお、一例として、楽曲データの転送とテキストデータ等の転送とは、対応付けされて
行うようにしている。すなわち、たとえば、楽曲Ａ，Ｂ，Ｃの各データをＭＰ３プレーヤ
３０に転送する場合には、これらをひとまとめとしたフォルダで送信する。そして、携帯
電話機４０に対しても、このフォルダに対応する、歌詞Ａ，Ｂ，Ｃの各データ等を含むフ
ォルダで送信する。
【００３１】
　上記フォルダは、相互に、ファイルの再生順の対応が付けられており、ＭＰ３プレーヤ
のスピーカから楽曲データを出力させる際に、その楽曲データに対応する歌詞を携帯電話
機４０のディスプレイに同期出力できるようにしている。
【００３２】
　つづいて、メディアデータの再生手法について説明する。まず、携帯電話機４０で、イ
ンストールされているプログラムを起動する。
【００３３】
　図２は、携帯電話機４０をコントローラとして用いる場合のディスプレイ４１の表示画
面例を示す図である。ディスプレイ４１には、ＭＰ３プレーヤ３０へ指示を出力するため
の、ボリュームの大小及びフォルダ選択用のキー４１ａと、電源キー４１ｂと、楽曲等の
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一時停止キー４１ｃと、ミュートキー４１ｄと、楽曲等の早戻りキー４１ｅと、楽曲等の
再生キー４１ｆと、楽曲等の早送りキー４１ｇと、楽曲等の前曲移動キー４１ｈと、楽曲
等の停止キー４１ｉと、楽曲等の次曲移動キー４１ｊと、楽曲等のリピート再生キー４１
ｋと、楽曲等の再生順番などを記憶するためのプログラムキー４１ｌと、楽曲等のランダ
ム再生キー４１ｍとを示している。
【００３４】
　各キー４１ａ～４１ｍは、携帯電話機４０の数字キー４２と紐付けられている。この例
では、数字キーの「１」と電源キー４１ｂとが紐付けられている。なお、各キー４１ａ～
４１ｍに割り当てる機能は、例示であり、これらに限定されるものではない。
【００３５】
　例えば、ユーザが電源キー４１ｂを押下し、携帯電話機４０がこれを検知すると、携帯
電話機４０は、ＭＰ３プレーヤ３０に対して、電源オンの指示信号を出力する。ＭＰ３プ
レーヤ３０は、この信号を入力すると、電源をオフからオンに切り替える。
【００３６】
　つぎに、ユーザが再生キー４１ｆを押下し、携帯電話機４０がこれを検知すると、携帯
電話機４０は、１曲目の楽曲データの歌詞データのファイルをオープンする。なお、その
歌詞データが再生可能となった状態で待機状態となる。
【００３７】
　また、携帯電話機４０は、ＭＰ３プレーヤ３０に対して、１曲目の楽曲データの再生の
指示信号を出力する。ＭＰ３プレーヤ３０は、この信号を入力すると、楽曲データの１曲
目のファイルをオープンする。なお、その楽曲データが再生可能となった状態で、待機状
態となる。
【００３８】
　つぎに、携帯電話機４０は、所定時間経過後に、歌詞データの再生を開始するとともに
、ＭＰ３プレーヤ３０に対して、楽曲データの再生を開始するように再生開始命令する。
この結果、ＭＰ３プレーヤ３０における楽曲データと、携帯電話機４０における歌詞デー
タが同期再生できるようになる。
【００３９】
　なお、同期再生の手法は、一例であって、上記内容に限定されるものではない。例えば
、他の同期再生の手法として、以下のようなものが考えられる。すなわち、ＭＰ３プレー
ヤ３０に、再生準備の完了を検知でき、その検知がなされたときに携帯電話機４０に対し
て再生準備完了信号を出力する手段を設けておく。また、携帯電話機４０に、ＭＰ３プレ
ーヤ３０から出力された再生準備完了信号を入力した場合に、上記の再生開始命令を出力
する手段を設けておく。こうすると、上記の所定時間経過を待つことなく、再生準備の完
了後すぐに、楽曲データの再生が可能となる。
【００４０】
　もっとも、以下のような各種モードを設定等しておき、ユーザが適宜選択できるように
しておくことも可能である。
【００４１】
１．歌詞データを再生することなく楽曲データを再生する（楽曲再生モード）
２．楽曲データを再生することなく歌詞データを再生する（歌詞再生モード）、
３．楽曲データに音声信号が重畳されていないカラオケデータを用意しておき、カラオケ
データを再生する（カラオケモード）、
４．カラオケデータ再生時に、携帯電話機４０の録音機能をオンして、マイクロフォンか
らユーザの音声を録音する（ボイスレコードモード）など。
【００４２】
　なお、一例として、カラオケモードに代えて、カラオケデータをサーバ５０に格納して
おき、サーバ５０から携帯電話機４０にカラオケデータをダウンロードし、そのカラオケ
データを携帯電話機４０からＭＰ３プレーヤ３０に転送することも可能である（カラオケ
練習モード）。さらに、ボイスレコードモードに加えて、ユーザの録音した音声をサーバ
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５０に送信して、サーバ５０に蓄積するようにしてもよい（ボイス転送モード）。
【００４３】
　つづいて、ＰＣ２０などにインストール済みのプログラム等をバージョンアップする際
の手順について説明する。
【００４４】
　サーバ５０の管理者等は、ＤＶＤ１０に記録させて販売したプログラム等の改定版を公
布する場合には、バージョンアップ版のプログラム等をサーバ５０に格納する。この状態
で、ユーザが、携帯電話機４０を操作して、ネットワーク６０を介してサーバ５０にアク
セスし、バージョンアップ版のプログラムをダウンロードする指示を行うと、サーバ５０
から携帯電話機４０に対して、バージョンアップ版のプログラムがダウンロードされる。
【００４５】
　通常、バージョンアップ版のプログラムファイルは、旧版のプログラムファイルとの差
分ファイルとして作成されるため、ファイル容量が小さく、ダウンロード時間は相対的に
短くて済む。
【００４６】
　メディアデータの場合にも、このことは当てはまる。例えば、ＤＶＤ１０の記録対象デ
ータが特定の歌手の楽曲集であり、この歌手が新曲を発表した場合には、サーバ５０にそ
の新曲データを格納する。この新曲データのファイルは、いわば上記差分ファイルに相当
する。よって、サーバ５０から携帯電話機４０への、当該ファイルのダウンロード時間は
相対的に短くて済む。
【００４７】
　なお、正規にＤＶＤ１０を購入した者のみが、バージョンアップすることができるよう
にしてもよい。これを実現するための手法について、以下説明する。
【００４８】
　図３は、サーバ５０からプログラム等をダウンロードする際の携帯電話機４０のディス
プレイ４１の表示画面例を示す図である。図３に示す画面は、ウェブページとしてサーバ
５０に記憶しておくとよい。
【００４９】
　或いは、図３に示す画面ファイルをＤＶＤ１０に記録しておき、ＰＣ２０を通じて、携
帯電話機４０にインストールすることもできる。係る場合には、図３に示す画面と、サー
バ５０の管理者等に割り当てられているメールのアドレスとが紐付けられており、図３に
示す画面の「送信ボタン」等を押下すると、図３に示す画面への入力情報がサーバ５０の
管理者等に送信されるようにしてある。
【００５０】
　図３（ａ）には、メニュー画面例を示している。メニュー内容として、新曲データ・コ
ンサート情報などを紹介する「歌詞・アーティスト紹介」、各種サービスを受けられるよ
うにするための「会員登録」、既述の「カラオケ練習モード」及び「ボイス転送モード」
、各楽曲の「譜面のダウンロード」、「新曲のダウンロード」などを用意している。
【００５１】
　図３（ｂ）には、「会員登録」画面例を示している。ここでは、氏名の入力欄と、ＩＤ
及びパスワードの入力欄と、メールアドレスの入力欄などとを用意している。ＩＤ及びパ
スワードは、「歌詞・アーティスト紹介」などを閲覧する場合に認証用に入力させるよう
にしておく。
【００５２】
　なお、アーティスト紹介記事などに、コンサートチケット等の購入ボタンを設けておき
、アーティスト紹介記事などを通じて、コンサートチケット等を購入できるようにしても
よい。係る場合には、会員登録等の際に、クレジットカード番号などを入力させ、コンサ
ートチケット購入の際に、係るクレジットカードから決済を行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
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【図１】本発明の実施形態のメディアデータ再生システムの模式的な構成を示すブロック
図である。
【図２】携帯電話機４０をコントローラとして用いる場合のディスプレイ４１の表示画面
例を示す図である。
【図３（ａ）】サーバ５０からプログラム等をダウンロードする際の携帯電話機４０のデ
ィスプレイ４１の表示画面例を示す図である。
【図３（ｂ）】サーバ５０からプログラム等をダウンロードする際の携帯電話機４０のデ
ィスプレイ４１の表示画面例を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
ＤＶＤ１０、ＰＣ２０、ＭＰ３プレーヤ３０、携帯電話機４０、ディスプレイ４１、数字
キー４２、サーバ５０、ネットワーク６０

【図１】

【図２】

【図３ａ】
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